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堺市バリアフリー基本構想（改定版）【深井地区・概要版】 

Ⅰ.整備対象地区の設定 

1.バリアフリー法に基づく基本構想策定地区の設定  

交通バリアフリー法に基づく堺市交通バリアフリー基本構想において重点整備地区として定めた、「泉北高速

鉄道深井駅周辺地区」を『深井地区』として改め、整備目標時期が到来していることや法改正により整備基準

等が変化していること等を踏まえた見直しを行います。 

 

2.生活関連施設及び生活関連経路の選定  

（1）生活関連施設の選定 

生活関連施設とは、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、公的

施設、福祉施設その他の施設」のことであり、基本構想において生活関連施設として定めた施設は、バリア

フリー化を図る必要があります。 

「深井地区」内やその周辺では、特定旅客施設であって中心的な生活関連施設である南海泉北線深

井駅のほか、生活関連施設の用途に該当する公的施設や教育・文化施設、保健・医療施設等が複数所

在していますが、中でも公共性の高い施設、施設規模がおおむね 2,000 ㎡以上である建築物、駐車の用

に供する部分（駐車マス）の面積が500㎡以上の路外駐車場等を生活関連施設として選定します。 

（2）生活関連経路の選定 

バリアフリー法において、生活関連経路は「生活関連施設相互間の経路」と定められています。 

「深井地区」では、平成 13（2001）年度に策定した「堺市交通バリアフリー基本構想」で定めた特定経

路や準特定経路を基に、生活関連施設の立地等を踏まえた経路の追加や削除等の検討を行い、それぞれ

生活関連経路、準生活関連経路として改めて定めます。 

なお、準生活関連経路は、歩道の無い道路や適切な歩道空間の確保ができない道路、道路以外の経路

（施設内通路）において設定するものとし、自動車交通の速度抑制策の実施等の安全策を中心に実施す

る経路とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【重点整備地区及び生活関連施設、生活関連経路のイメージ図】  
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3.重点整備地区の設定  

移動等の円滑化に係る事業を重点的かつ一体的に進めるための区域を重点整備地区として定めます。 

「深井地区」における重点整備地区は、平成 13（2001）年度に策定した「堺市交通バリアフリー基本構

想」で定めた重点整備地区を基に、生活関連施設の立地を踏まえ、一部地域を見直します。 

 

【深井重点整備地区】 

  

※国土地理院「基盤地図情報」を加工して作成 
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4.整備項目、整備目標時期及び整備主体  

重点整備地区における整備目標期間は5年間を基本とします。その上で、本基本構想に基づき、必要に応

じて具体的な整備計画である特定事業計画を策定しバリアフリー化を進めます。 

また、目標時期は、おおむね 5 年（令和 12（2030）年）以内の事業完了を目標として取り組む事業を

「短期」、令和 12（2030）年以降の事業完了を目標として取り組む事業を「中長期」、整備目標期間の 5

年間を基本としつつ継続して取り組む事業を「継続」として分類します。ソフト事業については、整備目標期間

後も継続的に取り組みます。 

なお、各整備項目の進捗状況を定期的に確認し、進捗管理も含め継続的な取組を進めます。 

 

 

 

 

（1）鉄道駅舎等 

■南海泉北線深井駅 

整備項目 目標時期 整備主体 

誘導案内情報施設の整備  
 案内サイン等の改善  

  統一されたフォント、ピクトグラム、カラーによる案内サイン等の改善 継続 交通 

  表示位置やふりがな表記の追加等の案内サイン等の改善・充実 継続 交通 

 誘導・警告ブロックの改善・適切な維持管理 継続 交通 

設備・施設の改良   

 路線図や運賃表の改善 継続 交通 

 舗装面の改善 継続 交通 

駅の改良事業   

 可動式ホーム柵の設置 短期 交通 

その他ソフト事業   
 必要な支援の理解や接遇向上のための研修等の開催  

  安全安心な利用のための接遇マニュアルの継続的な運用・更新 継続 交通 

  職員に向けた定期的な研修の実施 継続 交通 

  係員のサービス介助士資格の取得 継続 交通 
 点字ブロック等への理解促進に関する取組や啓発 継続 交通 
 音声案内や点字表示、文字情報等の多様な手段による情報提供の整備※ 継続 交通 

 コミュニケーションボードや筆談器の運用と筆談対応可能表記の掲示 継続 交通 

 施設利用者に向けた施設の適正利用やマナーアップ等に関する広報啓発 継続 交通 

 
その他、心のバリアフリーや情報のバリアフリー、合理的配慮に関する取組検討、
実施 

継続 交通 

 

  

※「多様な手段による情報提供の整備」には、非常時のアナウンスや表示方法の検討・整備も含む 

※整備主体 交通：公共交通事業者 施設：施設管理者 
（）は連携が必要となる主な事業者 道路：道路管理者 公益：公益事業者 
 公安：公安委員会 市 ：堺市 
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（2）建築物等生活関連施設 

整備項目 目標時期 整備主体 

誘導案内情報施設の整備   

 誘導・警告ブロック等の敷設位置等の改善 継続 施設 

 施設全体の案内サイン等の改善 継続 施設 

 多言語に対応した案内表示 継続 施設 

その他ソフト事業   

 必要な支援の理解や接遇向上のための研修等の開催 継続 施設 

 商品や看板、駐輪のはみだしにより移動空間を阻害しないこと等への取組や啓発 継続 施設 

 点字ブロック等への理解促進に関する取組や啓発 継続 施設 

 音声案内や点字表示、文字情報等の多様な手段による情報提供の整備※ 継続 施設 

 
その他、心のバリアフリーや情報のバリアフリー、合理的配慮に関する取組検討、
実施 

継続 施設 

 

（3）道路等 

整備項目 目標時期 整備主体 

生活関連経路の改良（既設・新規）   

 誘導・警告ブロックの敷設・改良 
既設 継続 

道路 
新規 中長期 

 段差や横断勾配、舗装等の改善 
既設 継続 

道路 
新規 中長期 

 電柱・柵・車止め等の移設・集約による有効幅員の拡大 
既設 継続 道路・（公

益） 新規 中長期 

準生活関連経路における対策の検討 継続 道路・施設 

 

（4）信号・交差点、交通規制 ※整備箇所は図中の丸囲み地点 

整備項目 目標時期 整備主体 

既設信号の改良   

 主要信号交差点における音響・音声信号化又は改良検討 中長期 公安 

 
主要信号交差点における視覚障害者用道路横断帯（エスコートゾーン）の
設置検討 

継続 
公安・（道

路） 

信号機及び横断歩道、一時停止線等の設置検討（※１） 中長期 公安 

※1 以下の交差点が該当 

 （1）水賀池公園西側の交差点（市道深井71号線と市道深井69号線の交差部） 

 （2）深井駅駅前広場南側の交差点（市道深井75号線と市道深井74号線の交差部） 

 （3）青英学園幼稚園西側の交差点（市道深井75号線と市道深井沢3号線の交差部） 

 （4）中消防署北側の交差点（市道深井沢3号線と市道東八田４号線の交差部） 

 （5）中消防署南側の交差点（市道深井沢3号線と市道東八田東山１号線の交差部） 
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（5）駅前広場 

■南海泉北線深井駅 東側駅前広場・西側駅前広場 

整備項目 目標時期 整備主体 

誘導案内情報施設の整備   

 主要施設案内図の設置・改良 継続 市 

 点字・音声誘導設備の設置・改良 継続 交通・市 

 

（6）公園 

水賀池公園では、公園の機能強化と土地利用転換（民間活力の導入）を図った水賀池公園整備事業

の取組が進められています。堺市移動等円滑化促進方針における取組として当事者参画の機会（堺市バリ

アフリー化推進協議）を確保し、バリアフリー化を推進します。 
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